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千代田区特別支援教育就学奨励費支給要綱

編的)

第1条この要綱は、小学校又は中学校若しくは中等教育学校前期課程(以下「小中学校」という。)

に就学する学校教育法施行令佃召和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第22条の3に規

定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒(以下「児童・生徒」という。)の保誰者又は特

別支援学級に就学する児童・生徒の保護者の経済的負担の軽減措置として特別支援教育赴学奨励

費(以下「就学奨励費」という。)の支給をし、円滑な就学を支援することを目的とし、必要な

事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この要綱において、炊の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)児童千代田区に住所を有し、学校教育法第1条に規定する区市町村立又は私立の小学校

又は義務教育学校に就学する児童をいう。

(2)生徒千代田区に住所を有し、学校教育法第1条に規定する区市町村立又は私立の中学校、

義務教育学校又は若しくは中等教育学校前期課程に就学する生徒をいう。

(3)保護者児童・生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人)又は現

に監護を1テう者をいう。

(対象者)

第3条就学奨励費を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれか

に該当する者とする。

(D 特別支援学級(固定学級)に在籍する児童・生徒の保護者

(2)前項に掲げる児童・生徒以外のものであって、施行令第22条の3に規定する障害の程度に

該当する児童・生徒の保護者

(3)弱視、難聴、言語障害等の児童・生徒で、学校教育法施行規卸K昭和22年文部省令第Ⅱ号)

第140条の規定により、心、身の障害に応じた特別の指導(以下「通級による指導」という。)を

受ける児童・生徒の保護者

(収入額の算定)

平成27年4月1日27千子学務発第41号

改正

平成28年4月1日28千子学務発第23号



第4条収入額の算定は、特別支援学校ヘの就学奨励に関する法律施行令佃召和29年政令第157号)

第2条第1項の規定により文部科学大臣が定める算定方法に基づき、別表第1の1に定めるとお

りとする。

(需要額の測定)

第5条需要額の測定は、生活保護法(昭和25年法律第H4号)第8条第1項の規定により厚生労働

大臣が定める基準(昭和訟年厚生省告示第158号)及び特別支援学校ヘの就学奨励に関する法律施

行令(昭和29年政令第157号)第2条第1項の規定により文部科学大臣が定める算定方法に基づき、

別表第1の2に定めるとおりとする。

(就学奨励費の費助

第6条就学奨励費の費目の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)学用品・通学用品購入費

(2)新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(3)拡大教材費(学用品・通学用品購入費加算分)

(4)校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(5)移動教室参加費(宿泊を伴うもの)

(6)夏季施設等参加費(宿泊を伴うもの)

(フ)修学旅行費(中学校のみ)

(8)学校給食費

(9)卒業アルバム費

(1の医療費

(1D 通学費

(12)交流学習交通費

(13)職場実習交通費(中学校のみ)

(支弁区分及び支給内容)

第7条第3条各号に掲げる者に対する就学奨励費の支弁区分は次の各号に掲げるとおりとし、就

学奨励費で支給する金額及び内訳は、別表第2の1及び別表第2の2に定めるとおりとする。

(D 収入額が需要額の1.5倍未満の保護者

(2)収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の保護者

(3)収入額が需要額の2.5倍以上の保護者

2 第3条第1号及び第2号に掲げる者のうち、生活保護法第玲条の規定により教育扶助を受けて
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いる者及び千代田区児童生徒就学援助贄支給要綱により就学援助を受けている者にかかる支給内

容は、第1項の規定にかかわらず、小学校にあっては、前条第Ⅱ号及び12号に掲げる費目を、中

学校にあっては前条第U号、第12号及び第13号に掲げる費目とする。

3 第3条第3号に規定する者については、通級による指導を受けるための通学にかかる交通費を

前条第H号に掲げる費目とする。

4 前条第10号については、定期健康診断等により対象疾病の治療が必要と認められた児童・生徒

が通学する学校の校長(以下「学校長」)という。)が、「要保護及び準要保護児童生徒に対す

る医療費援助取扱要領」に基づき、学校病・要保護及び準要保護児童生徒医療券発行申請書(様

式第6号)を作成し、教育委員会に提出し、教育委員会より学校病・要保護及び準要保護児童生徒

医療券(様式第7号)を発行することにより行う。

(支給申請)

第8条就学奨励費の支給を受けようとする保誰者(以下「申請者」という。)は、炊の各号に掲

げる時期までに特別支援教育就学奨励費申請書(第1号様式)及び通学に要する交通費申請書(第2

号様式)(以下「申請書等」という。)に別表第旦に定める書類を添付し、教育委員会に提出しなけ

れぱならない。

(1) 4月分から就学奨励費を希望する場合教育委員会が指定する日まで(当該時期に申請す

ることができないやむを得ない理由があったと教育委員会が認めた場合は当該指定日以後の申

請も可)

(2)(1)以外随時

(支給決定)

第9条教育委員会は、前条の申請を受けたときは、特別支援教育就学奨励饗に係る収入額・需要

額調書(様式第4号。以下「需要額調書」という。)を作成する。

2 教育委員会は、申請書等及び需要額調書の内容を審査のうぇ、第7条第1項に規定する支弁区

分を決定し、特別支援教育就学奨励費支弁区分決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知

するものとする。

(支給時期等)

第10条就学奨励費は別表第4の費目ごとに定める就学奨励費の額を、同表に定める支給時期に支

給することにより行う。

2 就学奨励費の支給は、決定を受けた年度限りとする。

(支給方法)
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第11条就学奨励費は、第9条第2項の決定を受けた申請者(以下「被決定者」という。)の口座

に振り込むことにより支給する。ただし、被決定者が負担すべき費目の学校ヘの支払いが滞った

場合は、学校長が管理司、る口座に直接振り込むこととする。

2 被決定者は、特別支援教育就学奨励費委任状(第2号様式)を提出することにより、就学奨励

費の受領、返納に関する権限を学校長に委任することができる。この場合の就学奨励費は、学校

長が管理する口座に振り込むこととする。

3 教育委員会が、前2項の規定により就学奨励費を学校長のΠ座に振り込んだ場合は、学校長に

対しその使途について関係書類を整備し適正な執行をするよう指導することとする。

(中途申請及び被決定者の区転出時の取扱い)

第12条第8条第1項第2号の申請があった場合の就学奨励費は、次の各号に定めると羚り取り扱

つ。

住)第6条第1号に掲げる費目については、申請日の属する月から月額を支給司、る。

(2)第6条第2号に掲げる費目については、当該年度の5月1日現在、児童・生徒が在籍する

場合は、受給者に支給する。

(3)第6条第3号から第13号に掲げる費目については、申請日以降の経費を対象とする。

(4)随時申請が転入による場合、前住所地の自治体で既に支給を受け、重複するものは支給し

ない

2 就学奨励費の決定後、被決定者の児童又は生徒が千代田区外ヘ転出した場合の就学奨励は、次

の各号に定めるとおり取り扱う。

(1)第6条第1号及び第2号に掲げる費目については、既に支給された場合は返還を要しない。

(2)第6条第3号から第13号に掲げる費目については、転出日までの経費を対象とする。

3 教育委員会は、前2項の取扱いを困難とするやむを得ない事情がある場合は、当該事情を勘案

し、取扱いを決定する。

(就学奨励費の辞退)

第13条年度途中において就学奨励費を辞退する被決定者は、特別支援數育就学奨励費辞退届(様

式第8号)を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の辞退届を受けた教育委員会は、特別支援教育就学奨励費決定取消通知書・変更通知書(様

式第9号)(以下「決定取消通知書・変更通知書」という。)により、当該被決定者に通知するも

のとする。

(決定の取消、停止等)
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第14条教育委員会は、被決定者が偽りその他不正の申請をして決定を受けたとき、就学奨励費を

目的外に使用したとき若しくは被決定者の事情変更により就学奨励費を必要としなくなったとき

は、決定を取り消し、若しくは停止し、又は決定に付した条件を変更することができる。

2 教育委員会は、前項の決定の取り消し若しくは停止又は条件変更を行った場合、決定取消通知

書・変更通知書により、当該被決定者に通知するものとする。

(奨励費の返還)

第巧条教育委員会は、被決定者が毓学奨励費の支給を受けた後、当該被決定者が次の各号に掲げ

るいずれかの事由に該当した場合は、支給した就学奨励費の全部又は一部を返還させることがで

きる。
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第13条の規定により被決定者が就学奨励費を辞退した場合

前条の規定により就学奨励費の決定の取り消し等を行った場合

児童若しくは生徒が長期欠席し、又は行事不参加等により就学奨励費を使用しなか0た場

(4)前3号のほか、教育委員会が必要と認めた場合

(就学奨励費支給確定の通知)

第16条教育委員会は、各年度における就学奨励費の金額が確定したときは、特別支援教育就学奨

励費支給金額確定通知書(第13号様式)により、各被決定者に対し当該年度の就学奨励費の支給

額を通知する。

(周知方法)

第打条就学奨励費の周知は次の各号の方法により行う。

(1)「広報千代田」及び「千代田区総合ホームページ」に掲載する。

(2)第3条各号に掲げる者に対して「特別支援教育就学奨励費のお知らせ」及び特別支援教育

就学奨励費申請書(兼同意書)」を配布する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年4月1日付、26千子学務発第妬号「千代田区就学奨励援助費事務処理要領」を廃止

する。

附則

(施行期日)

合

)
)
)

(
(
(



1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
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別表第1の1

収入額の算定は、以下の計算式による。

収入額=(1)ー(2)ー(鋤

(第4条関係)

収入額の積算項目

(1)総所得金額明棚

②所得控除胴棚

③陣害者加算明棚

前年1月から12月までの濶の同一生計世帯の世帯員全
員の所得金額(総所得金額、退職所将金額及び山林
所得金額)に12分の1を乗じて得た額

積算項目の詳細

所得控除された社会保険料、生命保険料及び地震保
険料の合計額に12分の1を乗じて得た額

別表第1の2 (第5条関係)

需要額の測定は、「特別支援教育就学奨励費の需要測定に用いる保護基準額等早見表」に基づき、以下
の計算式による。

需要額 (1)十(2)十(3)+(4)

同一生井H豊帯で2人以上の児童等が特別支援学校又
は特別支援学級に就学している場合、その就学してい
る児童等の数から1を滅じた数に障害者加算[1級地・U
を乗じて得た金額。

.

需要額の積算項目

ω生活保護基準明捌

②教育扶助基準明捌

の第1類n級地一Uの基準額

⑧住宅扶助基準〔月捌

(イ)第2類[1級地一1]の基準額

(ウ)第2類〔1級地一1]の冬季加算額

④交通費明制

積算項目の詳細

(エ)期末一時扶助第n級地・1]の基翠額

仍基準額

(イ)学校給食費

仍住宅扶助良級地一刀の基準額

特別支援学校ω、・中学部)に就学している児童生徒
又は特別支援学級等に就学している児童生徒が前年

(ア)度中(前年4月1日から3月81日まで)に、その通学に要
した交通費(付添いのための交通費は含まない)の額に
姶分の1を乗じて得た額

世帯員全員について個人別
に測定

備考

世帯単位に測定

世帯単位に測定

世帯員全員について個人別
に測定

児童・生徒全員について測定

世帯単位で測定

該当児童・生徒全民について
測定
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別表第2の1

対象者 第6条に規定する費目

(第7条第1項関係)

ω 学用品・通学用品購入
費

②

23,7釦円/
(月額1,980円X12ケ珂)

築1号

第7条第1項に規定する支弁区分及び各費目の詳細

新入学児童生徒学用
品・通学用品購入費

年闇額を支給する.但し、第8条第2号に該当する場合は、申請日
の属する月から当該年度の3月主でを支給する.

③

学用品:ノート・筆記用具、副読本、繚習帳、辞書類、実験・実習用
の材料、作業衣等.
通学用品:通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき等.

拡大教材費
(学用品・通学用品購入費
加算分)

④

24.370円/
(一時金:分割なし)

11β80円/
(月額990円X12ケ月)

第2号

新たに入学する児童が通常必要とする新入学に当たっての学用
品・通学用品(ランドセル、カパン、伽」服、制帽)。
棚隈内受村で当賎年度の5月1日現在、公立又は私立の小学校に
在鋳する場合に支給.但し、期隈接受付・期羅後転入受付で、教
脊委員会がやむをえ女い事情に因ると判断した場合には主給.

校外活動費
(症泊を伴わないもの)

⑤

小学校

移動教室参加費
(宿泊を伴うもの)

伺

控憂が必要と認めた授業において、教科用図婁として採択された
拡大教科書とは別に副教材として使用ずる拡大教材。
※1冊あたり5.000円を限座に保膜ぎ実費負担額.

実費負担額

、、、、

12.1部円/
(一時金:分割なし)

、

夏季施殺等参加費
(宿泊を伴らもの)

第3号

、

,、、、

⑦

児童が学校外に赦脊の場を求めて行う学校行事の中で、痴泊を伴
わないものに参加するための直接必要な交通費及び見学料等のう
ち、学枕が認めた金額とする。

実費相当額

＼

修学旅行費

＼

⑧

奥費相当額

児意が宿泊を伴う校外活動等に参加するための適接必斐な交通
費等のうち、学校が認めた金額とする。

＼

実費負担額の半額

＼、
＼

学校給食費

＼

⑨

実費相当額

児童が宿泊を伴う校外括動等に参加するための適接必要な交通
費等のうち、学控が認めた企額とする。

実費相当額の半額

＼

＼

卒業アルバム費

aの

実費相当額の半額

医療費

"、、、

実費相当額

人仲費・股佛修繕費等、区の負担する経費を除き、保腔者から実
際に撤取した費用とする。

住1)

実費相当額の半額

通学菱

{12}

＼＼
＼＼

＼＼

アルバムの制作・購入に必婆な費用のうち、学校が露めた金額と,
る.

実費相当額

交流学習交通費

医療券交付

田}

学校保健安全法族行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定,、
る疾矧こ力功町、学校↓こおいて治療の指示を受けた場合に、「要保
護及び準要保薩児童生徒に対する医療費授助取扱要領」に従
い、医療券を交{dする。

実費相当額の半額

通学費

実費根当額の半額

、、、

自宅から在籍校までの最も経済的な通常の経路及び方法1こよる住復の交逓費とする。

実費相当額

実費相当額

在籍校から交流学習を行う小学發等までの最も経済的な通常の耀路及び方脚こよる往捜の交通費と
する.

実費相当額 実費相当額の半纐 実費相当額の半額

在籍校から通級指導学級[喬語]または拠点校[特別支援赦釦までの最、糎済的な通常の経路及び
方法による往復の交通費とする.

実費相当額の半額

実費相当額の半額

＼＼

爽費相当額の半額

実費相当額の半額

＼

＼
＼

＼

＼
＼

、

＼

＼
、
、

"
"

、
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第
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号
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別表第2の2

対象者 第6条に規定する費目

(第7条第1項関係)

山 学用品・通学用品購入
費

② 新入学児童生徒学用
品・通学用品購入

40,080円/

(月額3,340円X12ケ月)

第7条築1項に規定する支弁区分及び各費目の詳細

第1号

年閻額を支給ずる.但し、第8条第2号に献当する場合は、申請日
の属する月から当該年度の3門までを支給する。

③

学用品:ノート・筆記用異、副読本、練習帳、辞書類、実験.実習用
の材料、作業衣等.
逓学用品:通学用靴、雨靴、雨傘、上ぼき等。

拡大教材費
{学用品・通学用品購入費
加算分)

④

27,960円/

(一時金:分割なし)

校外活動費
(宿泊を伴わないもの)

新たに入学する児童が逓常必亜とする新入学に当たっての学用
品・通学用品{ランドセル、カバン、制服、制帽}.
期隈内受村で当該年度の5月1日現在、公立又は私立の小学校に
在籍する場合に支給。但し、期限後妥付・期隈後転入受付て・、教
育委員会がやむをえない事情に因ると判断した場合には支給。

20,040円/

(月額1,670円r12ケ月)

第2号

⑤ 移動教室参加費
(症泊を伴うもの)

'校長が必要と認めた授剣鄭いて、融科用図書として採択された
拡大教科書とは別に捌教材として使用する拡大教材.
※1冊あたり5,000円を纓度に保襲者実費負担額。

⑥

実費負担額

中学校

夏季施設等参加費
(宿泊を伴うもの)

13,980円,/

(一時金:分割なし)

、、

＼

実費相当額

m

生徒が学校外に赦脊の場を求めて行う学校行事の中で、症泊を伴
わないものに参加するための直接"要な交通費及び見学料等のう
ち、学校が認めた金額とする.

第3号

、、

＼

"、

修学旅行費

実費相当額

⑧

生徒が宿泊を伴う控外活動等に参加,るための直接必要な女通
費算のうち、学検が認めた金額とする.

実費負担額の半額

＼~

＼

学校給食費

実費相当額

⑨

生徒が宿泊を伴う校外括動等に参加するための識接必要な交通
費等のうち、学校が認めた金額とする。

＼、

実費相当額の半額

卒業アルバム費

実費相当額

修学旅行等(巾学校又は中等教脊学校前期課程を通じてそれぞ
れ1回に限る.)に要する費用のうち、漉接必要な交逓費、宿泊料、
見学料、記念写真代、医療費及び旅行傷害保険料等の額で学校
が認めた金額とする.

aの

＼

、、

、、、

、、

実費相当額の半額

医療費

al)

実費相当額

'＼＼
＼＼.

'^

人件費・股備修繕費等、区の負担,る経費を除き、保襲考から爽
際に徴収した費用とする。

爽費相当額の半額

通学費

a2)

実費相当額

アルバムの制作・購入に必興な費用のうち、学控が認めた金額とす
る.

実費相当額の半額

交流学習交通費

医療券交付

(13)

＼＼~

学校保健安全法施行令(昭和認年政令第174号)筑8条に規定す
る疾病にかかり、学校1こおいて治療の指示を受けた場合に、「要保
蓑及び堆要保護児童生徒に対する医療費援助取扱要領」に従
い、医療毒を交付する.

実費相当額の半額

職場実習交通費

(Ⅱ)

実費相当額

自宅から在籍控までの最も経済的な通常の鰹時及び方榔こよる住復の交逓費とする.

実費相当額の半額

、、、、

通学費

実費相当額

在持校から交流学習を行う中学校等までの最も経済的な逓常の紐路及び方法1こよる柱復の交通費と
する.

"~

実費相当額

在籍柱から職場実習を行う場所までの最も経済的な通常の鞭路及び方法;τよる住復の交逓費とす
る。

実費相当額の半額

実費相当額

在籍校から通級指導学級[言語弦たは拠点校[特別支援教制までの最も経済的な通常の経路及び
方法1こよる往復の交通費とする.

実費相当額の半額

＼＼

実費相当額の半額

実費相当額の半額

実費相当額の半額

実費相当額の半額

実費相当額の半額

実費相当額の半額

＼
＼

＼

第
 
1
 
号
・
築
2
号
波
当

第
3
 
条

＼

＼
、
、

＼

第
3
号

肢
当



別表第3

第3条に規定する対象者

働特別支援学級に就学する児童生徒の保護者

(第8条第1項関係)

② 学校教育法施行令第記条の3に規定する障害の
程産に該当する児童生徒の保護者

提出轡類

4

特別支援教青就学奨励費申詰書雛同意割(様式第1号)

特別支援教育就学奨励費通学に要する交通費申請書(様式第2
号)

世帯全員の収入がわかる証明書類

※区民税・都民税証明書、納税通知書兼税額決定通知書等

侶)通級による指導を受ける児童生徒の保護者 特別支援教育就学奨励費申請書雛同意糊(様式築1号)

世帯全員の収入がわかる証明書類

※区民税・都民税証明書、納税通知書兼税額決定逓知書等

特別支援赦育就学奨励費申請沓雛伺意割(様式第1号)

特別支援教青就学奨励費通学に要する交通費申請書(様式第2
号)

(注1) 1月1日現在、千代田区に住民登録をし、引き続き千代田区に住民登録をしている者は、「2世帯全員の収入が
わかる証明書類」を省略ずることができる。

Ⅱ帯全員の収入がわかる証明書類

※区民税・都民税証明書、紬税通知笹兼税類決定通知書等

当該障轡の程塵を証明する書類

※身体障害者手帳・療育手帳の写し、團係施設ヘの相談記録に基づ
く学校長所見等

1
 
2
 
3

1
 
2
 
3

1
 
2



別表第4

第6条に規定する費目

(第10条第1項関係)

山
学用品・通学用品
購入費

②
新入学児童生徒学
用品・通学用品購
入費

③

第1翔支給分
(当該年度の7月末までに支給)

4月から翌3月までの12ケ月分
但し、上記合計額に対して第7条第1項の支

弁区分に応じて計算した金額

拡大教材費
{学用品・通学用品購
入費加算分)

④

※途中転入者については、原則、転入月から当肢

校外活動費
(宿泊を伴わないも
の)

小学校24,370円
中学校27,960円
但し、上記金額に対して第7条第1項の支弁
区分に広じて計算した金額

⑤

支給時期及支給額

移動教室参加費
(宿泊を伴うもの)

⑥

＼＼~~＼

夏季施設等参加費
(宿泊を伴うもの)

例

第2朔支給分
(翌年度の4月末までに支給)

修学旅行費

度の3月までの月数分。

~'~~~~
、、、、、

⑧

、、、、、、、

学校給食費

当該年度の6月までに実施された修学
旅行で、修学旅行等に要する費用のう
ち、直接必要な交通費、宿泊料、見学
料、記念写真代、医療費及ぴ旅行傷害
保険料等の額で学校が認めた金額。そ
の金額に対して、第7条第1項の支弁区
分に応じて計算した金額

⑨

4月から翌年3月までに要した経費で学
校が認めた額に対して、第7条第1項の
支弁区分に応じて計算した金額

卒業アルバム費

、、、、、、

al)

4月から翌年3月までに要した経費で学
校が認めた額に対して、第7条第1項の
主弁区分に応じて計算した金額

逓学費

4月から8月までの概算額に対して、第7
条第1項の支弁区分に応じた計算した
金額

4月から翌年3月までに要した経費で学
校が認めた額に対して、第7条第1項の
支弁区分に応じて計算した金額

4月から翌年3月までに要した経費で学
校が認めた額に対して、第7条第1項の
支弁区分に応じて計算した金額

a2)

4月から7月までの自宅から在籍校まで
の最も経済的な霞常の経路及び方法に
よる往復の交通費のうち、第7条第1項の
支弁区分に応じて計算した金額

当該年度の7月以降に実施された修学
旅行で、修学旅行等に要する費用のう
ち、直接必要な交通費、宿泊料、見学
料、記念写真代、医療費及び旅行傷害
保険料等の額で学校が認めた金額。そ
の金額に対して、第7条第1項の支弁区
分に応じて計算した金額

交流学習交通費

~~~＼~~＼

(13) 融場実習交通費

4月から翌年3見までに実際に要した経
費に対して、第7条第1項の支弁区分に
応じた計算した金額から左記概算額を
差し引いた額

＼~＼＼

4月から翌年3月までに要した経費で学
校が認めた額に対して、第7条第1項の
支弁区分に応じて計算した金額

9月から翌年3月までの自宅から在籍校
までの最も経済的な通常の経路及び方
法による往復の交通費に対して、第7条
第1項の支弁区分に応じて計算した金
額

4月から翌年3月までの在籍校から通級
指導学級〔言語]又は拠点校〔特別支援
教劃までの最も経済的な通常の経路
及び方法による往復の交通費に対し
て、第7条第1項の支弁区分に応じて計
算した金額

4月から翌年3月までの在籍校から交流
学習校までの最も経済的な通常の経路
及び方法による往復の交通費に対し
て、第7条第1項の支弁僅分に応じて計
算した金額

4月から翌年3月までの在籍校から職場
実習を行う場所までの最も経済的な通
常の経路及び方法による往復の交通費
に対して、第7条第1項の支弁区分に応
じて計算した金額



;粘子さんが通学されている学校ごどこ1枚必要です 1

平成年度特別支援教育就学奨励費申請書際同意書)
,'.'1.し匡'0/^"聖,ゴ宏,,ιCP-

末申罰

千代田区教脊委員会殿

次のとおり、特別支援教育就学奨励費を申請します。就学奨励費の支弁区分決定のため、私及び生計をーにしている世帯の住民・外国人
登録惰報、特別区民税・都民税に閥する情報、児童扶養手当情報、生活保護受給偕報等を課在し、利用することに同意します。
千代田区から私に支給される特別支援教育就学奨励費は、下記の口座に口座振替の方法をもって振込んでください。

0

在籍
学校

剖^8'凹」生日^里島゛5士」^.古一.土上"」^"山.'ヨ^乳士島E゛゛10キ1〕二゛゛J"工凹.秤1"畔^聖ゴ"t五切^吊J凸キ土ーキ回七丑'主ご'JLι'ι生"^里創丑"^^^J凸^引^

学級

氏名

《痢請理由》

該当する理由に「ψ」してください。

[ヨ特別支援学級に就学してぃる

【障害状況]濠該当するものがあれほ、「0」をしてください.

愛の手帳瞭青手細[1度 2度 3産 4度〕

身体障害者手帳[1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級]

精神障害者保健福祉手帳臼級 2級 3級]

通級に関ずる交通費のみ請求

保申
朧請
者者

学年

f^

フりガナ

学年

その他

フりガナ

家族名

2

(様式第1号)

[1〕通常学級に在籍し、

統柄

4

学校教育法施行令第親条の3に規定する障害に鱸当している

ナ

世帯主

咳件確矧

"、

01身体障轡考手蛭
03関係施股の相談記錘等

生年月日

明大
昭平

'駈旦2

※3の場合は、裏姉の所見槻に記載をお顎いします。

年

明大

昭平

金融
機閲名

月

勤務先・学校名

年

明火
昭平

日

預金種別

月

02療脊手帳

明大

昭平

年

金融驥関コード(

日

口座
名襲

(由請者)

月

学年

フりガナ

明大
昭平

年

ヒ_

事務
処理欄

日

同居
別居

普通・当座

月

年

同居
.

別塔

狩

別房の方の住所

その他

月

同居
.

別居

第1号誠当

日

銀行・信金
信組・農拡

第2号該当
[就
茄学
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]助

月

第3号散当

祠居
.
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口座
番号

日
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倫
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.

別屠

倍串

支店コード{

認定

同居

別居

否認定

岡居

別居

認定

L、'、

否認定

本店

支店

未叩請

その他

尋 援功費中請右

受付日(郵送・窓口)

世帯
卜、

{支
前弁
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1 ]分
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.

※申請が遅れた揚合は申謂月からの認定となりますので、期限或でに申請をお願いします。

.

・申請書の太枠の中を、記入・押印してください。申請者の押印を忘れずにお願いいたします。記入・押印漏
れがあのますと審査できませんので、記入・押印漏れの無いようご確認ください。

・審査は、世帯全員の前年分の所得を合算して行います。そのため所得が分からない場合には密査ができませ
ん。申請する方で税炉爪暑税ぎたは住民税)の申告が済んでいない方は、所得の有無に関係江く必ず申告を済
ませてください(勤務先で年末調整が済んでいる方は除く)。

t1

申請書の記入の仕方

t

前年度、就学奨励費を受けられていた方も新たに申謂をお願いいたします。

また、 1

゛ユ气

る方で千代田区以外に住んでいる場合は、同様に「住民税課税証明淫」を提出してください。

(伊D 母親と児童・生徒が千代田区に住み、生計を共にする父親が千代田区以外に住んでいる場合には、父親の「住民
税課税証明書」の提出が必要です。

円4

t言

^

に

こ1

困申誇理由欄の記入について
・該当する理由に「ゾ」を記入してください。
・学校教育法施行令第22条の3に規定する障害に該当する児童・生徒の保護者は、身体障害者手帳・療育手
帳の写しを添付するか又は関係施設ヘの相談記録に基づく学校長所見等を記入してもらってください。

闘寡族状況欄の記入について
・二2月登工且理盗(途中申請の場合は申請日現在)、伺居・別居にかかわらず生計を共にしている人全員を記
入してください。
・対象と恋る学校は、干代田区立又は公立・私立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程)
です。

に

ムー百

・千代田区以外に住んでいる方は、住所も併せて記入してください。

園振込口座欄の記入について
・申請者(保護者)名に記載した名義の口座を記入してください。就学奨励費は、学校長が管理する口座を除

・:・
^

立牲

き、
※申請者と恋っていない保護者名義、会社名や団体名等の方轡が付いだ名織の口座には振込でき或せんのでご注意くだ

さい。
※ゆうちょ銀行の口座ヘの振込を希望される方は、貯金通帳の銀行使用欄に記載されている振込専用の「店名」「店

番」「預金種目」「口座番号」を確認のうえ記入してください。
・学校長が管理する白座ヘの振込を希望する場合は、学校にその旨お申し出ください。

゛ユ4

Ξ^

恋お、別世帯であコて生計をーにす

6、

【学校長所見欄】

-1 ブー

、

ーブー

【問合せ及び提出・郵送先】
千代田区教育委員会事務局学務課学務係

電話 03-5211-42叫(直通) FAX 0332舶.3420

〒102-8卵8千代田区九段南1-2-1 (千代田区役所4階)

午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を徐く)



千代田区教育委員会殿

平成年度特別支援教育就学奨励費通学に要する交通費申請書

学校名

児童生徒名

申請者名

(保護者名)

フりガナ

住

フりガナ

平成年度通学費明細

所

利用交通機関

濠特記することガ畷ら11ほお書きください。

.J

(様式第2号)

通学開始時期上記の通学方法は、

利用区問

第

前年度(平成年河日から平成年月日迄)通学費明細

^

利用交通機関

学年

^

定期区分及び定棚代
1絞当月に「0」をしてください.

1価月

3笛月

6箇月

1箇月

3雷月

6便月'

ノ

合計金額(保護者負担額)

障害者
,割引の有無

利用区問

円

有・無

円1

^

有・無

平成

上記のとおり申請します。

定期区分及び定期代
↓被当月に「0」をしてください.

円

1箇月

3箇月

6箇月1

、 1箇月

3函月

6価月

年

陣筈者
割引の有無

月

円

合計金額(保護者負担額)

有・無

円

日

有・無

ノノ

円

特
記
事
項

印
一

特
記
事
項

ー
ー
ー
;
番 」

一



平成年度に支給される就学奨励費を下記の口座に振り込んで下さい。

また、必要ある場合は、就学奨励費の受領・返納に関する一切の権限を、

特別支援教育就学奨励費委任状

1 学校給食費を委任します。

2 全額委任します。

学校長

(様式第3号)

1 振込先金融機関

2 振替口座

に委任します。

毛

普通・当座

Jヨ座番墨^

フりガナ

平成

氏

年月日

住所

児童・生徒氏名

保護者名

銀

田区

/

印
＼

＼

ノ
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、

特別支援教育赴学奨励費において、支弁区分を歌のとおり決定しましたので通知いたします。

a)就学奨励費は、保護者のみなさまの口座(申請書に記入した振込口座)に第1捌・第2期に分けて振り込みます。
但し、振込口座を学校長の管理する口座に指定いただいた場合や、学校で徴収している学納金に滞納がある場合は、
直接学校長の管理する口座に振り込みまt。

(2)他の援助費等により支給対象とされる費目については、他の援助費等の支給金額にかかわらず支給いたしません。
例えぱ、生活保護受給者においては、生活保護費により支給対象とされている費目は、就学奨励費では支給いたしません。

様

平成 年度特別支援教育就学奨励費支弁区分決定通知書

(様式第5号)

NΩ

※住所・氏名等の記載内容に誤りがありましたらご連絡ください、
※申舗内容に変更が生じた場合(住所の変更、生活保護受給資格の変更な
ゼ)があ0た場合は、速やかにその旨ご連絡ください。変更内容により就学奨
励費の変更や支給額を返納していただく娼合がありま,、。

千代田区教育委員会事務局子ども部学務課学務係

振込予定日

〒102-8朋8

千代田区九段南1-2-1 千代田区役所4階
血 03-5211-4284(直通)

支給予定額「単位:剛

第1期

学齢簿Nι

支給予定額計
{実費相当獣く1

氏名

学用品費等
匪学羊]

新入学学用品費等
D上1・巾0

学校名・学年

対象児童・生徒

修学旅行費【4-6月実蜘
[中学3年〕

住所

※実費相当額は、各学校が騨定した金額になります。中学校及び中等教脊学校3年生の修学旅行放行警の上隈は9万円です。
※通学費は、最も経済的な通常経路及び方怯で算定しています.
※給食費は、学校行事等の都合により地減する場合がありまt。
※新入学学用品費は、各学校1学年について、指定期日までに申請された揚合のみ対象となります。
※年度の途中で転出入等の場合は、対象朔問のみ支給対象となり、他の自治体からの支給により重複する部分については、他の自治体
での支給金額にかかわらず支給いたしません.

※予定額のため変更となる塀合があります

通学費
{'月一7乃分]

倍率

学校給食費
仏井分迄】

決定基準日

平成

第2期

年 月

支給予定類計
{捷麦相当除0

学用品費等伽拝分〕
附象名]

日

支弁区分

,多学旅行費[1月一3月突鬮
【巾学3年〕

年生

千代田区教育委員会

逓学費
臼苔・3月分]

[※ご指定の保護者口座に振込みます]

学校給食費
B月分以降]

卒業アルハ'ム
DJ、6・小31

校外活動費
除学年1

移動赦室費
9」、5'6・中1.幻

夏季施設費
D上4・中学1

交流学習交通費
[全学年]

職場実習交通費
[小学]

〒

費
目
及
び
予
定
金
額

費
目
及
び
予
足
金
額



【学校記入欄】

学校病・要保護及び準要保護児童生徒医療券発行申請書

学校名

児童・生徒氏名

治療指示病名

千代田区立

学校長需査
確認印

0学校担当者ヘ(医療券交付の注意事項)

1.本件はーつの疾病につき、1ケ月に1枚交村する。

2.交付対象者は、就学援助受給者(要保護・推要保護)の児童生徒のみである。

3、交付時には、医療券申蒲癖に必要事項を記入する。

6き盲ミ療雰を発行し」員ψ_1務局学務課(以下、「区教委」という0)ヘ提出し、区教委は申請書1こ基

1.う歯 2.慢性副鼻腔炎

6.中耳炎 7.寄生虫病

校長名

保懲者の皆様ヘ

学校

3.アデノイド 4.結膜炎 5.トラコーマ

8.白癖 9.辨癖 10.膿痴疹

あなたのお子さまは、学校で行った健康診断の結果、上記の「治療指示病名」の病気にかかってぃることが解りまし

癌おい.ミロ'ノ
」るは、保護者記入欄1に必要事項を記入し、学校に医療券の発行を申請してください。申請後、医

なお、診療時には、医療券と保険証、忘れずに医療機関に提示してください。

(様式第6号)

学年 第

公印

【保護者記入欄】

担当者
(斐裏鹸諭)

児童・生徒氏名

学年

氏名

、健康保険の有無

保護者
住所・氏名

.J

有・無

上記治療内容にかかる、医療券の発行を申請します。
また、診療費の請求及び受領を医療機関に委任しま、。

平成年月日

(住所)

゛"

^向.^..^..^..^..^..^..^.卿^..^..^

区教青委員会処理欄

保険証の記号番号

受付

(保護者氏名・印)

'田区

暫

発行 請求 執行

ノ 、、

印
}

ー
.
里
 
1
 
.
閣
 
1
 
仰
.
ー
.
皿
 
1
 
.
垂
 
1
 
一 .島



医療券発行番号

学校病・要保護及び準要保護児童生徒医療券

児童・生徒氏名

(生年月日)

学校名

NQ

住所

氏名

J

氏名

健康保険の有無

男・女(平成

千代田区立

※この欄に記載のない病名の治療は行わないでください。

住所

氏名

年

有・無

月

初診

日生)

学校

(様式第7号)

転帰

保険証の記号番号

平成

請求内容

才

治癒・継続・中止

第

診療報酬請求書(

年

診療総額

学年

月

発券者

控除額(社会保険負担額)

日

差引請求額

千代田区教育委員会

当月の診療実施日数

.

一金

年

千代田区長殿

十

件

公印

月分)

件

万

たたL、

日

※太枠内を記入してください。

日

千 百

'、

十

住所

円

にかかる診療報酬として

氏名

也請求いたします。

円

円

円

平成 年 月 臼

印 1
、、

、、

受
療
者

保
護
者

治
療
病
名



千代田区教育委員会

特別支援教育就学奨励費の受給を辞退します。

平成 年度'特別支援教育就学奨励費辞退届

学校名

千代田区立

児童
生徒名

(様式第8号)

フりガナ

住所

平成

千代田区

申請者名
(保護者)

年 月

小・中学校

第

フりガナ

日

学年

辞退理由

電話番号(

組

印
i



様

平成

次のとおり、特別支援教育就学奨励費の決定を取消・変更します。

年度特別支援教育就学奨励費決定取消通知書・変更通知書

平成

千代田区教育委員会

年

対象申請者名
(保護者)

(様式第9号)

月 日

対象児童生徒
学年・氏名

記

支弁区分

取消・変更の理由
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様

平成年度特別支援教育就学奨励費支給金額確定通知書
就学奨励費の確定金額を浦知らせいたします。

①就学奨励費を保護岩の指定口座(申請書に記入した振込口座)に振り込みます。
なお、振込口座を学校長の管理する口座に指定いただいた場合は、直接学校長の管理する口座に振り込んでおります。

②他の援助費(生活保護費等)の支給対象とされる費目については、支給金額の有無にかかわらず対象となりません。
例えぱ、生活保護受給者においては、生活保護費により支給対象とされている費目は就学援助費では対象となりません。
また都立学校通学者においては、束京都就学奨励費等により支給対象とされてぃる贅目にっいては、支弁区分により支語が

無い場合にも区の就学奨励費の対象となりません。それぞれ支給対象となっていない費目のみ支給いたします。
③実費相当額の金額は、各学校が決定した金疲になります。゜
④学校における保談者が負担すべき経費について支払が滞っている場合は、就学奨励費受給申請にしたがって、就学奨励
費を学校長が管理する口座ヘの振り込みに変更いたします。

その場合、支払が滞っている全ての経費が賄われるわけではありません。したがって支払が滞っている経費にっいては、引き
続き学校の指示に従ってください。

(様式第14号)

NQ

※住所・氏名等の記載内容に誤りがありましたらご連絡ください。
※申請内客に変更が生じた堤合(住所の変吏、生活保護受給資挌の変更な
ど)があった揚合は、速や力、にモの旨ご連絡ください.変吏内容により就学奨
励費の変更や支給額を返納していただく揚合があります。

千代田区教育委員会事務局子ども部学務課学務採

〒102-8688
千代田区九段南1-2-1 千代田区役所4階
h 船一訟11-4284(直通)

年間支給確定金額弾位.剛

学齢簿NO,

氏名

学用品費等
[金学年〕

学用品費等伽算分]
附象客」

学校名・学年

対象児童・生徒

新入学学用品費等
DJ、1、中口

住所

修学旅行費
[中学3年]

※実費相当額は、各学校が算定した金額になります。中学校及び中等教育学校3年生の修学旅行旅行費の上限は9万円です。
※通学費は、最'経法的な通常経黙及ぴ方法で算是してぃます.゜
※給食費は、学校行事等の都合により増減する場合がありまt。
※新入学学用品費は、各学校1学年に0いて、指定朔日までに申請された堀合のみ対象となります。
※年度の途中で転出入等の場合は、対象期問のみ支給対象となり、他の自治体からの支給により重複する部分にっいては、他の自治体
での支給金額にかかわらず支給いたしません、

倍寧

決定基準日

逓学費

学校給食費

平成

[※ご指定の保護者口座に振込みます]

年 月 日

卒業アルハ'ム
[小6・小3]

支弁区分

校外活動費
[全学年]

年生

移動教塞費
DJ、5,6・1111,幻

夏季施設費
DJ、'・巾学]

千代田区教育委員会

交流学習交通費
[全学年」

職場実習交通費
[中学,

年間支給金額

第1期支給済額

艶引支給金額

振込予定日

〒

費
目
及
び
予
定
金
額

費
目
及
び
予
定
金
額


